
京都市告示第   号 

 告示の一部を次のように改めます。 

  令和８年３月２７日 

京都市長 松井 孝治   

 
１ 平成３０年９月２８日京都市告示第３１３号（京都市京町家の保全及び継承に関する

条例に基づく重要京町家の指定） 
変更前 変更後 
京都市上京区五辻通智恵光院西入五辻町

８３番地の１ 

重要京町家の解体により所在地を削除 

 

２ 令和３年３月３１日京都市告示第６６８号（京都市京町家の保全及び継承に関する条

例に基づく重要京町家の指定） 
変更前 変更後 
京都市上京区千本通二条下る東入主税町

１０２０番地 
重要京町家の解体により所在地を削除 

 

３ 令和３年３月３１日京都市告示第６６８号（京都市京町家の保全及び継承に関する条

例に基づく重要京町家の指定） 
変更前 変更後 
京都市下京区中堂寺庄ノ内町４５番地の

７ 
重要京町家の解体により所在地を削除 

 

４ 令和５年３月２４日京都市告示第７１７号（京都市京町家の保全及び継承に関する条

例に基づく重要京町家の指定） 
変更前 変更後 
京都市中京区木屋町通二条下る上樵木町

４９７番地の１及び４９８番地の１ 
重要京町家の解体により所在地を削除 

 

７５７



５ 令和５年１０月２０日京都市告示第３８９号（京都市京町家の保全及び継承に関する

条例に基づく重要京町家の指定） 
変更前 変更後 
京都市下京区若宮通五条上る布屋町８７

番地 
重要京町家の解体により所在地を削除 

 

（都市計画局まち再生・創造推進室） 


